
公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査（調査票①：導入状況）

a c d e f g i

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4

27大阪府 452 72 438 58 青少年海洋センターファミリー棟 ○ NPO法人ＮＡＣ、ナンブフードサービス（株）、（株）ＢＳＣ・インターナショナル ○ ○ H 22 12 15 H 23 4 1 ○ ○

27大阪府 青少年海洋センター ○ NPO法人ＮＡＣ、ナンブフードサービス（株）、（株）ＢＳＣ・インターナショナル ○ ○ H 22 12 15 H 23 4 1 ○ ○

27大阪府 上方演芸資料館 ○ 吉本興業グループ ○ ○ H 22 12 17 H 23 4 1 ○ ○

27大阪府 男女共同参画・青少年センター ○ ドーン運営共同体 ○ ○ H 23 3 16 H 23 4 1 ○ ○

27大阪府 国際会議場 ○ （株）大阪国際会議場 ○ ○ H 23 3 31 H 23 4 1 ○ ○

27大阪府 江之子島文化芸術創造センター ○ 長谷工コミュニティ・E-DESIGNプラットフォームグループ ○ ○ H 24 3 23 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 女性自立支援センター（あゆみ寮） ○ （社会福祉法人）四天王寺福祉事業団 ○ ○ H 18 3 23 H 18 4 1 ○ ○

27大阪府 女性自立支援センター（よしみ寮） ○ （社会福祉法人）四天王寺福祉事業団 ○ ○ H 18 3 23 H 18 4 1 ○ ○

27大阪府 女性自立支援センター（のぞみ寮） ○ （社会福祉法人）四天王寺福祉事業団 ○ ○ H 18 3 23 H 18 4 1 ○ ○

27大阪府 大型児童館ビッグバン ○ (財）大阪府地域福祉推進財団 ○ ○ H 23 4 1 H 23 4 1 ○ ○

27大阪府 稲スポーツセンター ○ （社会福祉法人）大阪府障害者福祉事業団 ○ ○ H 24 3 27 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 整肢学院 ○ （社会福祉法人）恩賜財団済生会支部大阪府済生会 ○ ○ H 23 3 16 H 23 4 1 ○ ○

27大阪府 金剛コロニー ○ （社会福祉法人）大阪府障害者福祉事業団 ○ ○ H 23 3 16 H 23 4 1 ○ ○

27大阪府 中河内救命救急センター ○ （財）大阪府保健医療財団 ○ ○ H 23 3 16 H 23 4 1 ○ ○

27大阪府 泉州救命救急センター ○ 地方独立行政法人　りんくう総合医療センター ○ ○ H 23 3 16 H 23 4 1 ○ ○

27大阪府 労働センター ○ 共同事業体エル・プラン ○ ○ H 23 1 24 H 23 4 1 ○ ○

27大阪府 花の文化園 ○ 花の文化園協働事業体 ○ ○ H 22 12 22 H 23 4 1 ○ ○

27大阪府 府民の森（くろんど園地） ○ 府民の森北河内地区管理共同事業体 ○ ○ H 22 12 17 H 23 4 1 ○ ○

27大阪府 府民の森（ほしだ園地） ○ 府民の森北河内地区管理共同事業体 ○ ○ H 22 12 17 H 23 4 1 ○ ○

27大阪府 府民の森（緑の文化園むろいけ園地） ○ 府民の森北河内地区管理共同事業体 ○ ○ H 22 12 17 H 23 4 1 ○ ○

27大阪府 府民の森（くさか園地） ○ 府民の森中河内地区管理共同事業体 ○ ○ H 22 12 17 H 23 4 1 ○ ○

27大阪府 府民の森（ぬかた園地） ○ 府民の森中河内地区管理共同事業体 ○ ○ H 22 12 17 H 23 4 1 ○ ○

27大阪府 府民の森（なるかわ園地） ○ 府民の森中河内地区管理共同事業体 ○ ○ H 22 12 17 H 23 4 1 ○ ○

27大阪府 府民の森（みずのみ園地） ○ 府民の森中河内地区管理共同事業体 ○ ○ H 22 12 17 H 23 4 1 ○ ○

27大阪府 府民の森（ちはや園地） ○ 府民の森南河内地区管理共同事業体 ○ ○ H 22 12 17 H 23 4 1 ○ ○

27大阪府 府民の森（ほりご園地） ○ （公益財団法人）大阪ＹＭＣＡ ○ ○ H 20 3 26 H 20 4 1 ○ ○

27大阪府 金剛登山道駐車場 ○ （株）アスウェル ○ ○ H 22 3 26 H 22 4 1 ○ ○

27大阪府 中央卸売市場 ○ 大阪府中央卸売市場管理センター（株） ○ ○ H 24 1 5 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 住吉公園 ○ 都市公園住吉公園指定管理共同体 ○ ○ H 24 1 20 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 浜寺公園 ○ 浜寺公園指定管理グループ ○ ○ H 24 1 20 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 箕面公園 ○ メイプルハーツ企業共同体 ○ ○ H 24 1 20 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 住之江公園 ○ 都市公園住之江公園指定管理共同体 ○ ○ H 24 1 20 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 枚岡公園 ○ 一般財団法人大阪府公園協会 ○ ○ H 24 1 20 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 服部緑地 ○ 服部緑地指定管理グループ ○ ○ H 22 1 6 H 22 4 1 ○ ○

27大阪府 二色の浜公園 ○ 二色の浜公園管理連合会 ○ ○ H 24 1 20 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 長野公園 ○ 都市公園長野公園指定管理共同体 ○ ○ H 24 1 20 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 久宝寺緑地 ○ 都市公園久宝寺緑地指定管理共同体 ○ ○ H 22 1 6 H 22 4 1 ○ ○

27大阪府 大泉緑地 ○ 大泉緑地指定管理グループ ○ ○ H 22 1 6 H 22 4 1 ○ ○

27大阪府 山田池公園 ○ ハートフル山田池 ○ ○ H 22 1 6 H 22 4 1 ○ ○

27大阪府 寝屋川公園 ○ 寝屋川公園指定管理グループ ○ ○ H 22 1 6 H 22 4 1 ○ ○

27大阪府 錦織公園 ○ みどり会 ○ ○ H 24 1 20 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 蜻蛉池公園 ○ 蜻蛉池公園Ｐ＆Ｍグループ ○ ○ H 22 1 6 H 22 4 1 ○ ○

27大阪府 深北緑地 ○ 深北緑地パートナーズ ○ ○ H 24 1 20 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 石川河川公園 ○ 石川“e”公園ネット ○ ○ H 22 1 6 H 22 4 1 ○ ○

27大阪府 りんくう公園 ○ ハートフルりんくう ○ ○ H 22 1 6 H 22 4 1 ○ ○

27大阪府 せんなん里海公園 ○ せんなんＯ・Ｋ・Ｐ ○ ○ H 22 1 6 H 22 4 1 ○ ○

27大阪府 堺泉北港の緑地 ○ 泉大津市 ○ ○ H 24 3 30 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 大阪府江坂立体駐車場 ○ タイムズ２４（株） ○ ○ H 23 3 30 H 23 4 1 ○ ○

27大阪府 大阪府新石切立体駐車場 ○ タイムズ２４（株） ○ ○ H 23 3 30 H 23 4 1 ○ ○

27大阪府 大阪府茨木地下駐車場 ○ タイムズ２４（株） ○ ○ H 23 3 30 H 23 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（大東朋来） ○ アーバンサービスグループ ○ ○ H 22 3 25 H 22 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（大東朋来） ○ アーバンサービスグループ ○ ○ H 22 3 25 H 22 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　 ○ アーバンサービスグループ ○ ○ H 22 3 25 H 22 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　 ○ アーバンサービスグループ ○ ○ H 22 3 25 H 22 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　 ○ アーバンサービスグループ ○ ○ H 22 3 25 H 22 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　 ○ アーバンサービスグループ ○ ○ H 22 3 25 H 22 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　 ○ アーバンサービスグループ ○ ○ H 22 3 25 H 22 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　 ○ アーバンサービスグループ ○ ○ H 22 3 25 H 22 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　 ○ アーバンサービスグループ ○ ○ H 22 3 25 H 22 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　 ○ アーバンサービスグループ ○ ○ H 22 3 25 H 22 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　 ○ アーバンサービスグループ ○ ○ H 22 3 25 H 22 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　 ○ アーバンサービスグループ ○ ○ H 22 3 25 H 22 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　 ○ アーバンサービスグループ ○ ○ H 22 3 25 H 22 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　 ○ アーバンサービスグループ ○ ○ H 22 3 25 H 22 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　 ○ アーバンサービスグループ ○ ○ H 22 3 25 H 22 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　 ○ アーバンサービスグループ ○ ○ H 22 3 25 H 22 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　 ○ アーバンサービスグループ ○ ○ H 22 3 25 H 22 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　 ○ アーバンサービスグループ ○ ○ H 22 3 25 H 22 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　 ○ アーバンサービスグループ ○ ○ H 22 3 25 H 22 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　 ○ アーバンサービスグループ ○ ○ H 22 3 25 H 22 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　 ○ アーバンサービスグループ ○ ○ H 22 3 25 H 22 4 1 ○ ○

h l

指定管理者名
都道府県名

公の施設数 公の施設数

（公営住宅
除く）

施設数

選定手続

　１　公募により候補者を募集、
　　　職員以外を中心とした合議体
　　　により選定
　２　公募により候補者を募集、
　　　職員を中心とした合議体に
　　　より選定
　３　公募により候補者を募集
　　　（１・２以外）
　４　従前の管理受託者・指定管
　　　理者を公募の方法によること
　　　なく選定
　５　１～４以外の方法により選定

k

施設の内容

　１　レクリエーション・

　　　スポーツ施設
　２　産業振興施設
　３　基盤施設
　４　文教施設
　５　社会福祉施設

指定期間の変更

　１　前回の指定期間
　　　よりも短い
　２　前回の指定期間
　　　と同じ
　３　前回の指定期間
　　　よりも長い
　４　今回が１回目の
　　　指定

指定管理者
制度導入施
設数

種別

　１　株式会社
　２　特例民法法人、
　　　一般社団・財団法人、
　　　公益社団・財団法人、
　　　地方三公社
　３　地方公共団体
　４　公共的団体
　５　地縁による団体
　６　特定非営利活動法人
　７　１～６以外の団体

指定管理者
制度導入施
設数

（公営住宅
除く）

施設名

指定管理者制度導入施設の状況

指定日 管理開始日

j m n

指定期間

　１　１年
　２　２年
　３　３年
　４　４年
　５　５年
　６　６年
　７　７年
　８　８年
　９　９年
　１０　１０年以上

o
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査

a c d e f g

27大阪府 452 72 438 58 青少年海洋センターファミリー棟

27大阪府 青少年海洋センター

27大阪府 上方演芸資料館

27大阪府 男女共同参画・青少年センター

27大阪府 国際会議場

27大阪府 江之子島文化芸術創造センター

27大阪府 女性自立支援センター（あゆみ寮）

27大阪府 女性自立支援センター（よしみ寮）

27大阪府 女性自立支援センター（のぞみ寮）

27大阪府 大型児童館ビッグバン

27大阪府 稲スポーツセンター

27大阪府 整肢学院

27大阪府 金剛コロニー

27大阪府 中河内救命救急センター

27大阪府 泉州救命救急センター

27大阪府 労働センター

27大阪府 花の文化園

27大阪府 府民の森（くろんど園地）

27大阪府 府民の森（ほしだ園地）

27大阪府 府民の森（緑の文化園むろいけ園地）

27大阪府 府民の森（くさか園地）

27大阪府 府民の森（ぬかた園地）

27大阪府 府民の森（なるかわ園地）

27大阪府 府民の森（みずのみ園地）

27大阪府 府民の森（ちはや園地）

27大阪府 府民の森（ほりご園地）

27大阪府 金剛登山道駐車場

27大阪府 中央卸売市場

27大阪府 住吉公園

27大阪府 浜寺公園

27大阪府 箕面公園

27大阪府 住之江公園

27大阪府 枚岡公園

27大阪府 服部緑地

27大阪府 二色の浜公園

27大阪府 長野公園

27大阪府 久宝寺緑地

27大阪府 大泉緑地

27大阪府 山田池公園

27大阪府 寝屋川公園

27大阪府 錦織公園

27大阪府 蜻蛉池公園

27大阪府 深北緑地

27大阪府 石川河川公園

27大阪府 りんくう公園

27大阪府 せんなん里海公園

27大阪府 堺泉北港の緑地

27大阪府 大阪府江坂立体駐車場

27大阪府 大阪府新石切立体駐車場

27大阪府 大阪府茨木地下駐車場

27大阪府 府営住宅（大東朋来）

27大阪府 府営住宅（大東朋来）

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　

都道府県名

公の施設数 公の施設数

（公営住宅
除く）

施設数

指定管理者
制度導入施
設数

指定管理者
制度導入施
設数

（公営住宅
除く）

施設名 　｢5 その他｣の内容を簡潔に記
入

ｔ x

1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 5 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

施設の種別に応じた
必要な体制に関する
事項

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

w

※「ｒ欄　選定基準の事前公
表」で「１　事前公表している」
を選択した場合に記入
※複数回答可

選定基準の内容

　１　施設の平等な利用
　　　の確保に関すること
　２　施設のサービス向上
　　　に関すること
　３　施設の管理経費の節
　　　減に関すること
　４　団体の業務遂行能力
　　　に関すること
　５　その他

p u

評価

評価の実施状況

　１　実施している
　２　実施していない

※｢ｗ欄　評価の実施
状況｣で｢１　実施して
いる｣を選択した場合
に記入

評価への外部有識者
等の視点の導入状況

　１　導入している
　２　導入していない

公表状況

q r

管理の範囲

　１　当該施設を
　　　包括的に管理
　　　している
　２　当該施設の
　　　一部を管理
　　　している

選定基準の事前公表

　１　事前公表して
　　　いる
　２　事前公表して
　　　いない

y

選定手続の事前公表

　１　事前公表して
　　　いる
　２　事前公表して
　　　いない

利用料金制の採用状
況

　１　利用料金制を
　　　採用している
　　　（一部利用料
　　　　金制も含む）
　２　利用料金制を
　　　採用していない

選定理由の公表状況

　１　公表している
　２　公表していない

vｓ
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査

a c d e f g

27大阪府 452 72 438 58 青少年海洋センターファミリー棟

27大阪府 青少年海洋センター

27大阪府 上方演芸資料館

27大阪府 男女共同参画・青少年センター

27大阪府 国際会議場

27大阪府 江之子島文化芸術創造センター

27大阪府 女性自立支援センター（あゆみ寮）

27大阪府 女性自立支援センター（よしみ寮）

27大阪府 女性自立支援センター（のぞみ寮）

27大阪府 大型児童館ビッグバン

27大阪府 稲スポーツセンター

27大阪府 整肢学院

27大阪府 金剛コロニー

27大阪府 中河内救命救急センター

27大阪府 泉州救命救急センター

27大阪府 労働センター

27大阪府 花の文化園

27大阪府 府民の森（くろんど園地）

27大阪府 府民の森（ほしだ園地）

27大阪府 府民の森（緑の文化園むろいけ園地）

27大阪府 府民の森（くさか園地）

27大阪府 府民の森（ぬかた園地）

27大阪府 府民の森（なるかわ園地）

27大阪府 府民の森（みずのみ園地）

27大阪府 府民の森（ちはや園地）

27大阪府 府民の森（ほりご園地）

27大阪府 金剛登山道駐車場

27大阪府 中央卸売市場

27大阪府 住吉公園

27大阪府 浜寺公園

27大阪府 箕面公園

27大阪府 住之江公園

27大阪府 枚岡公園

27大阪府 服部緑地

27大阪府 二色の浜公園

27大阪府 長野公園

27大阪府 久宝寺緑地

27大阪府 大泉緑地

27大阪府 山田池公園

27大阪府 寝屋川公園

27大阪府 錦織公園

27大阪府 蜻蛉池公園

27大阪府 深北緑地

27大阪府 石川河川公園

27大阪府 りんくう公園

27大阪府 せんなん里海公園

27大阪府 堺泉北港の緑地

27大阪府 大阪府江坂立体駐車場

27大阪府 大阪府新石切立体駐車場

27大阪府 大阪府茨木地下駐車場

27大阪府 府営住宅（大東朋来）

27大阪府 府営住宅（大東朋来）

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　

都道府県名

公の施設数 公の施設数

（公営住宅
除く）

施設数

指定管理者
制度導入施
設数

指定管理者
制度導入施
設数

（公営住宅
除く）

施設名

※「aa欄　労働法令の遵守や雇
用・労働条件への配慮規定で「1」
～「3」　を選択した場合で、「労働
法令を遵守すること」以外の提
示・記載がある場合に記入

「労働法令を遵守すること」以外
の具体的な内容を簡潔に記入

ab ag ah

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 障害者の雇用促進等に関する法律 ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 障害者の雇用促進等に関する法律 ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 障害者の雇用促進等に関する法律 ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

協定等

従前の管理状況

　１　指定管理者
　２　旧管理委託
　　　制度による管理
　３　直営
　４　施設の新設

zの５

※「ae欄　従前の
管理状況｣で｢１
指定管理者｣を選
択した場合に記入

従前の指定管理
者が引き続き指定
管理者となった場
合に「○」を記入

zの１ adzの４ af

債務負担

債務負担行為の設定

　１　設定している
　２　設定していない

指定の回数

　１　１回
　２　２回
　３　３回
　４　４回
　５　５回以上

ae

施設の修繕について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

aa

※｢ae欄　従前の
管理状況｣で｢２
旧管理委託制度
による管理｣を選
択した場合に記入

従前の管理受託
者が引き続き指定
管理者となった場
合に「○」を記入

個人情報保護への
配慮規定

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

労働法令の遵守や
雇用・労働条件への
配慮規定

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

ac

従前の管理状況

備品について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

損害賠償責任の履行の確保・リスク管理に関する事項

地方公共団体への
損害賠償について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの２

利用者への損害賠
償について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

緊急時の対応につい
て

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの３
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査（調査票①：導入状況）

a c d e f g i

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4

h l

指定管理者名
都道府県名

公の施設数 公の施設数

（公営住宅
除く）

施設数

選定手続

　１　公募により候補者を募集、
　　　職員以外を中心とした合議体
　　　により選定
　２　公募により候補者を募集、
　　　職員を中心とした合議体に
　　　より選定
　３　公募により候補者を募集
　　　（１・２以外）
　４　従前の管理受託者・指定管
　　　理者を公募の方法によること
　　　なく選定
　５　１～４以外の方法により選定

k

施設の内容

　１　レクリエーション・

　　　スポーツ施設
　２　産業振興施設
　３　基盤施設
　４　文教施設
　５　社会福祉施設

指定期間の変更

　１　前回の指定期間
　　　よりも短い
　２　前回の指定期間
　　　と同じ
　３　前回の指定期間
　　　よりも長い
　４　今回が１回目の
　　　指定

指定管理者
制度導入施
設数

種別

　１　株式会社
　２　特例民法法人、
　　　一般社団・財団法人、
　　　公益社団・財団法人、
　　　地方三公社
　３　地方公共団体
　４　公共的団体
　５　地縁による団体
　６　特定非営利活動法人
　７　１～６以外の団体

指定管理者
制度導入施
設数

（公営住宅
除く）

施設名

指定管理者制度導入施設の状況

指定日 管理開始日

j m n

指定期間

　１　１年
　２　２年
　３　３年
　４　４年
　５　５年
　６　６年
　７　７年
　８　８年
　９　９年
　１０　１０年以上

o

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　 ○ アーバンサービスグループ ○ ○ H 22 3 25 H 22 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　 ○ アーバンサービスグループ ○ ○ H 22 3 25 H 22 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　 ○ アーバンサービスグループ ○ ○ H 22 3 25 H 22 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　 ○ アーバンサービスグループ ○ ○ H 22 3 25 H 22 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　 ○ アーバンサービスグループ ○ ○ H 22 3 25 H 22 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　 ○ アーバンサービスグループ ○ ○ H 22 3 25 H 22 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　 ○ アーバンサービスグループ ○ ○ H 22 3 25 H 22 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　 ○ アーバンサービスグループ ○ ○ H 22 3 25 H 22 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　 ○ アーバンサービスグループ ○ ○ H 22 3 25 H 22 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　 ○ アーバンサービスグループ ○ ○ H 22 3 25 H 22 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　 ○ アーバンサービスグループ ○ ○ H 22 3 25 H 22 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　 ○ アーバンサービスグループ ○ ○ H 22 3 25 H 22 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　 ○ アーバンサービスグループ ○ ○ H 22 3 25 H 22 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　 ○ アーバンサービスグループ ○ ○ H 22 3 25 H 22 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　 ○ アーバンサービスグループ ○ ○ H 22 3 25 H 22 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　 ○ アーバンサービスグループ ○ ○ H 22 3 25 H 22 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（東大阪市） ○ 日本住宅管理（株） ○ ○ H 22 3 25 H 22 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（東大阪市） ○ 日本住宅管理（株） ○ ○ H 22 3 25 H 22 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（東大阪市） ○ 日本住宅管理（株） ○ ○ H 22 3 25 H 22 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（東大阪市） ○ 日本住宅管理（株） ○ ○ H 22 3 25 H 22 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（東大阪市） ○ 日本住宅管理（株） ○ ○ H 22 3 25 H 22 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（東大阪市） ○ 日本住宅管理（株） ○ ○ H 22 3 25 H 22 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（東大阪市） ○ 日本住宅管理（株） ○ ○ H 22 3 25 H 22 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（東大阪市） ○ 日本住宅管理（株） ○ ○ H 22 3 25 H 22 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（東大阪市） ○ 日本住宅管理（株） ○ ○ H 22 3 25 H 22 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（東大阪市） ○ 日本住宅管理（株） ○ ○ H 22 3 25 H 22 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（東大阪市） ○ 日本住宅管理（株） ○ ○ H 22 3 25 H 22 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（東大阪市） ○ 日本住宅管理（株） ○ ○ H 22 3 25 H 22 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（東大阪市） ○ 日本住宅管理（株） ○ ○ H 22 3 25 H 22 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（枚方市、大東市（大東朋来除く）、四条畷市、交野市）　 ○ 日本管財（株） ○ ○ H 23 3 29 H 23 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（枚方市、大東市（大東朋来除く）、四条畷市、交野市）　 ○ 日本管財（株） ○ ○ H 23 3 29 H 23 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（枚方市、大東市（大東朋来除く）、四条畷市、交野市）　 ○ 日本管財（株） ○ ○ H 23 3 29 H 23 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（枚方市、大東市（大東朋来除く）、四条畷市、交野市）　 ○ 日本管財（株） ○ ○ H 23 3 29 H 23 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（枚方市、大東市（大東朋来除く）、四条畷市、交野市）　 ○ 日本管財（株） ○ ○ H 23 3 29 H 23 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（枚方市、大東市（大東朋来除く）、四条畷市、交野市）　 ○ 日本管財（株） ○ ○ H 23 3 29 H 23 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（枚方市、大東市（大東朋来除く）、四条畷市、交野市）　 ○ 日本管財（株） ○ ○ H 23 3 29 H 23 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（枚方市、大東市（大東朋来除く）、四条畷市、交野市）　 ○ 日本管財（株） ○ ○ H 23 3 29 H 23 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（枚方市、大東市（大東朋来除く）、四条畷市、交野市）　 ○ 日本管財（株） ○ ○ H 23 3 29 H 23 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（枚方市、大東市（大東朋来除く）、四条畷市、交野市）　 ○ 日本管財（株） ○ ○ H 23 3 29 H 23 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（枚方市、大東市（大東朋来除く）、四条畷市、交野市）　 ○ 日本管財（株） ○ ○ H 23 3 29 H 23 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（枚方市、大東市（大東朋来除く）、四条畷市、交野市）　 ○ 日本管財（株） ○ ○ H 23 3 29 H 23 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（枚方市、大東市（大東朋来除く）、四条畷市、交野市）　 ○ 日本管財（株） ○ ○ H 23 3 29 H 23 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（枚方市、大東市（大東朋来除く）、四条畷市、交野市）　 ○ 日本管財（株） ○ ○ H 23 3 29 H 23 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（枚方市、大東市（大東朋来除く）、四条畷市、交野市）　 ○ 日本管財（株） ○ ○ H 23 3 29 H 23 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（枚方市、大東市（大東朋来除く）、四条畷市、交野市）　 ○ 日本管財（株） ○ ○ H 23 3 29 H 23 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（枚方市、大東市（大東朋来除く）、四条畷市、交野市）　 ○ 日本管財（株） ○ ○ H 23 3 29 H 23 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（枚方市、大東市（大東朋来除く）、四条畷市、交野市）　 ○ 日本管財（株） ○ ○ H 23 3 29 H 23 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（枚方市、大東市（大東朋来除く）、四条畷市、交野市）　 ○ 日本管財（株） ○ ○ H 23 3 29 H 23 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（枚方市、大東市（大東朋来除く）、四条畷市、交野市）　 ○ 日本管財（株） ○ ○ H 23 3 29 H 23 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（枚方市、大東市（大東朋来除く）、四条畷市、交野市）　 ○ 日本管財（株） ○ ○ H 23 3 29 H 23 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（枚方市、大東市（大東朋来除く）、四条畷市、交野市）　 ○ 日本管財（株） ○ ○ H 23 3 29 H 23 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（枚方市、大東市（大東朋来除く）、四条畷市、交野市）　 ○ 日本管財（株） ○ ○ H 23 3 29 H 23 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（枚方市、大東市（大東朋来除く）、四条畷市、交野市）　 ○ 日本管財（株） ○ ○ H 23 3 29 H 23 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（枚方市、大東市（大東朋来除く）、四条畷市、交野市）　 ○ 日本管財（株） ○ ○ H 23 3 29 H 23 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（枚方市、大東市（大東朋来除く）、四条畷市、交野市）　 ○ 日本管財（株） ○ ○ H 23 3 29 H 23 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（枚方市、大東市（大東朋来除く）、四条畷市、交野市）　 ○ 日本管財（株） ○ ○ H 23 3 29 H 23 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（枚方市、大東市（大東朋来除く）、四条畷市、交野市）　 ○ 日本管財（株） ○ ○ H 23 3 29 H 23 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（枚方市、大東市（大東朋来除く）、四条畷市、交野市）　 ○ 日本管財（株） ○ ○ H 23 3 29 H 23 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町） ○ 大阪府住宅供給公社・大阪ガスセキュリティサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町） ○ 大阪府住宅供給公社・大阪ガスセキュリティサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町） ○ 大阪府住宅供給公社・大阪ガスセキュリティサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町） ○ 大阪府住宅供給公社・大阪ガスセキュリティサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町） ○ 大阪府住宅供給公社・大阪ガスセキュリティサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町） ○ 大阪府住宅供給公社・大阪ガスセキュリティサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町） ○ 大阪府住宅供給公社・大阪ガスセキュリティサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町） ○ 大阪府住宅供給公社・大阪ガスセキュリティサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町） ○ 大阪府住宅供給公社・大阪ガスセキュリティサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町） ○ 大阪府住宅供給公社・大阪ガスセキュリティサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町） ○ 大阪府住宅供給公社・大阪ガスセキュリティサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町） ○ 大阪府住宅供給公社・大阪ガスセキュリティサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町） ○ 大阪府住宅供給公社・大阪ガスセキュリティサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査

a c d e f g

都道府県名

公の施設数 公の施設数

（公営住宅
除く）

施設数

指定管理者
制度導入施
設数

指定管理者
制度導入施
設数

（公営住宅
除く）

施設名

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　

27大阪府 府営住宅（東大阪市）

27大阪府 府営住宅（東大阪市）

27大阪府 府営住宅（東大阪市）

27大阪府 府営住宅（東大阪市）

27大阪府 府営住宅（東大阪市）

27大阪府 府営住宅（東大阪市）

27大阪府 府営住宅（東大阪市）

27大阪府 府営住宅（東大阪市）

27大阪府 府営住宅（東大阪市）

27大阪府 府営住宅（東大阪市）

27大阪府 府営住宅（東大阪市）

27大阪府 府営住宅（東大阪市）

27大阪府 府営住宅（東大阪市）

27大阪府 府営住宅（枚方市、大東市（大東朋来除く）、四条畷市、交野市）　

27大阪府 府営住宅（枚方市、大東市（大東朋来除く）、四条畷市、交野市）　

27大阪府 府営住宅（枚方市、大東市（大東朋来除く）、四条畷市、交野市）　

27大阪府 府営住宅（枚方市、大東市（大東朋来除く）、四条畷市、交野市）　

27大阪府 府営住宅（枚方市、大東市（大東朋来除く）、四条畷市、交野市）　

27大阪府 府営住宅（枚方市、大東市（大東朋来除く）、四条畷市、交野市）　

27大阪府 府営住宅（枚方市、大東市（大東朋来除く）、四条畷市、交野市）　

27大阪府 府営住宅（枚方市、大東市（大東朋来除く）、四条畷市、交野市）　

27大阪府 府営住宅（枚方市、大東市（大東朋来除く）、四条畷市、交野市）　

27大阪府 府営住宅（枚方市、大東市（大東朋来除く）、四条畷市、交野市）　

27大阪府 府営住宅（枚方市、大東市（大東朋来除く）、四条畷市、交野市）　

27大阪府 府営住宅（枚方市、大東市（大東朋来除く）、四条畷市、交野市）　

27大阪府 府営住宅（枚方市、大東市（大東朋来除く）、四条畷市、交野市）　

27大阪府 府営住宅（枚方市、大東市（大東朋来除く）、四条畷市、交野市）　

27大阪府 府営住宅（枚方市、大東市（大東朋来除く）、四条畷市、交野市）　

27大阪府 府営住宅（枚方市、大東市（大東朋来除く）、四条畷市、交野市）　

27大阪府 府営住宅（枚方市、大東市（大東朋来除く）、四条畷市、交野市）　

27大阪府 府営住宅（枚方市、大東市（大東朋来除く）、四条畷市、交野市）　

27大阪府 府営住宅（枚方市、大東市（大東朋来除く）、四条畷市、交野市）　

27大阪府 府営住宅（枚方市、大東市（大東朋来除く）、四条畷市、交野市）　

27大阪府 府営住宅（枚方市、大東市（大東朋来除く）、四条畷市、交野市）　

27大阪府 府営住宅（枚方市、大東市（大東朋来除く）、四条畷市、交野市）　

27大阪府 府営住宅（枚方市、大東市（大東朋来除く）、四条畷市、交野市）　

27大阪府 府営住宅（枚方市、大東市（大東朋来除く）、四条畷市、交野市）　

27大阪府 府営住宅（枚方市、大東市（大東朋来除く）、四条畷市、交野市）　

27大阪府 府営住宅（枚方市、大東市（大東朋来除く）、四条畷市、交野市）　

27大阪府 府営住宅（枚方市、大東市（大東朋来除く）、四条畷市、交野市）　

27大阪府 府営住宅（枚方市、大東市（大東朋来除く）、四条畷市、交野市）　

27大阪府 府営住宅（枚方市、大東市（大東朋来除く）、四条畷市、交野市）　

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

　｢5 その他｣の内容を簡潔に記
入

ｔ x

1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 5 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4

施設の種別に応じた
必要な体制に関する
事項

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

w

※「ｒ欄　選定基準の事前公
表」で「１　事前公表している」
を選択した場合に記入
※複数回答可

選定基準の内容

　１　施設の平等な利用
　　　の確保に関すること
　２　施設のサービス向上
　　　に関すること
　３　施設の管理経費の節
　　　減に関すること
　４　団体の業務遂行能力
　　　に関すること
　５　その他

p u

評価

評価の実施状況

　１　実施している
　２　実施していない

※｢ｗ欄　評価の実施
状況｣で｢１　実施して
いる｣を選択した場合
に記入

評価への外部有識者
等の視点の導入状況

　１　導入している
　２　導入していない

公表状況

q r

管理の範囲

　１　当該施設を
　　　包括的に管理
　　　している
　２　当該施設の
　　　一部を管理
　　　している

選定基準の事前公表

　１　事前公表して
　　　いる
　２　事前公表して
　　　いない

y

選定手続の事前公表

　１　事前公表して
　　　いる
　２　事前公表して
　　　いない

利用料金制の採用状
況

　１　利用料金制を
　　　採用している
　　　（一部利用料
　　　　金制も含む）
　２　利用料金制を
　　　採用していない

選定理由の公表状況

　１　公表している
　２　公表していない

vｓ

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査

a c d e f g

都道府県名

公の施設数 公の施設数

（公営住宅
除く）

施設数

指定管理者
制度導入施
設数

指定管理者
制度導入施
設数

（公営住宅
除く）

施設名

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　

27大阪府 府営住宅（寝屋川市、守口市、門真市）　

27大阪府 府営住宅（東大阪市）

27大阪府 府営住宅（東大阪市）

27大阪府 府営住宅（東大阪市）

27大阪府 府営住宅（東大阪市）

27大阪府 府営住宅（東大阪市）

27大阪府 府営住宅（東大阪市）

27大阪府 府営住宅（東大阪市）

27大阪府 府営住宅（東大阪市）

27大阪府 府営住宅（東大阪市）

27大阪府 府営住宅（東大阪市）

27大阪府 府営住宅（東大阪市）

27大阪府 府営住宅（東大阪市）

27大阪府 府営住宅（東大阪市）

27大阪府 府営住宅（枚方市、大東市（大東朋来除く）、四条畷市、交野市）　

27大阪府 府営住宅（枚方市、大東市（大東朋来除く）、四条畷市、交野市）　

27大阪府 府営住宅（枚方市、大東市（大東朋来除く）、四条畷市、交野市）　

27大阪府 府営住宅（枚方市、大東市（大東朋来除く）、四条畷市、交野市）　

27大阪府 府営住宅（枚方市、大東市（大東朋来除く）、四条畷市、交野市）　

27大阪府 府営住宅（枚方市、大東市（大東朋来除く）、四条畷市、交野市）　

27大阪府 府営住宅（枚方市、大東市（大東朋来除く）、四条畷市、交野市）　

27大阪府 府営住宅（枚方市、大東市（大東朋来除く）、四条畷市、交野市）　

27大阪府 府営住宅（枚方市、大東市（大東朋来除く）、四条畷市、交野市）　

27大阪府 府営住宅（枚方市、大東市（大東朋来除く）、四条畷市、交野市）　

27大阪府 府営住宅（枚方市、大東市（大東朋来除く）、四条畷市、交野市）　

27大阪府 府営住宅（枚方市、大東市（大東朋来除く）、四条畷市、交野市）　

27大阪府 府営住宅（枚方市、大東市（大東朋来除く）、四条畷市、交野市）　

27大阪府 府営住宅（枚方市、大東市（大東朋来除く）、四条畷市、交野市）　

27大阪府 府営住宅（枚方市、大東市（大東朋来除く）、四条畷市、交野市）　

27大阪府 府営住宅（枚方市、大東市（大東朋来除く）、四条畷市、交野市）　

27大阪府 府営住宅（枚方市、大東市（大東朋来除く）、四条畷市、交野市）　

27大阪府 府営住宅（枚方市、大東市（大東朋来除く）、四条畷市、交野市）　

27大阪府 府営住宅（枚方市、大東市（大東朋来除く）、四条畷市、交野市）　

27大阪府 府営住宅（枚方市、大東市（大東朋来除く）、四条畷市、交野市）　

27大阪府 府営住宅（枚方市、大東市（大東朋来除く）、四条畷市、交野市）　

27大阪府 府営住宅（枚方市、大東市（大東朋来除く）、四条畷市、交野市）　

27大阪府 府営住宅（枚方市、大東市（大東朋来除く）、四条畷市、交野市）　

27大阪府 府営住宅（枚方市、大東市（大東朋来除く）、四条畷市、交野市）　

27大阪府 府営住宅（枚方市、大東市（大東朋来除く）、四条畷市、交野市）　

27大阪府 府営住宅（枚方市、大東市（大東朋来除く）、四条畷市、交野市）　

27大阪府 府営住宅（枚方市、大東市（大東朋来除く）、四条畷市、交野市）　

27大阪府 府営住宅（枚方市、大東市（大東朋来除く）、四条畷市、交野市）　

27大阪府 府営住宅（枚方市、大東市（大東朋来除く）、四条畷市、交野市）　

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

※「aa欄　労働法令の遵守や雇
用・労働条件への配慮規定で「1」
～「3」　を選択した場合で、「労働
法令を遵守すること」以外の提
示・記載がある場合に記入

「労働法令を遵守すること」以外
の具体的な内容を簡潔に記入

ab ag ah

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5

協定等

従前の管理状況

　１　指定管理者
　２　旧管理委託
　　　制度による管理
　３　直営
　４　施設の新設

zの５

※「ae欄　従前の
管理状況｣で｢１
指定管理者｣を選
択した場合に記入

従前の指定管理
者が引き続き指定
管理者となった場
合に「○」を記入

zの１ adzの４ af

債務負担

債務負担行為の設定

　１　設定している
　２　設定していない

指定の回数

　１　１回
　２　２回
　３　３回
　４　４回
　５　５回以上

ae

施設の修繕について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

aa

※｢ae欄　従前の
管理状況｣で｢２
旧管理委託制度
による管理｣を選
択した場合に記入

従前の管理受託
者が引き続き指定
管理者となった場
合に「○」を記入

個人情報保護への
配慮規定

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

労働法令の遵守や
雇用・労働条件への
配慮規定

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

ac

従前の管理状況

備品について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

損害賠償責任の履行の確保・リスク管理に関する事項

地方公共団体への
損害賠償について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの２

利用者への損害賠
償について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

緊急時の対応につい
て

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの３

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査（調査票①：導入状況）

a c d e f g i

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4

h l

指定管理者名
都道府県名

公の施設数 公の施設数

（公営住宅
除く）

施設数

選定手続

　１　公募により候補者を募集、
　　　職員以外を中心とした合議体
　　　により選定
　２　公募により候補者を募集、
　　　職員を中心とした合議体に
　　　より選定
　３　公募により候補者を募集
　　　（１・２以外）
　４　従前の管理受託者・指定管
　　　理者を公募の方法によること
　　　なく選定
　５　１～４以外の方法により選定

k

施設の内容

　１　レクリエーション・

　　　スポーツ施設
　２　産業振興施設
　３　基盤施設
　４　文教施設
　５　社会福祉施設

指定期間の変更

　１　前回の指定期間
　　　よりも短い
　２　前回の指定期間
　　　と同じ
　３　前回の指定期間
　　　よりも長い
　４　今回が１回目の
　　　指定

指定管理者
制度導入施
設数

種別

　１　株式会社
　２　特例民法法人、
　　　一般社団・財団法人、
　　　公益社団・財団法人、
　　　地方三公社
　３　地方公共団体
　４　公共的団体
　５　地縁による団体
　６　特定非営利活動法人
　７　１～６以外の団体

指定管理者
制度導入施
設数

（公営住宅
除く）

施設名

指定管理者制度導入施設の状況

指定日 管理開始日

j m n

指定期間

　１　１年
　２　２年
　３　３年
　４　４年
　５　５年
　６　６年
　７　７年
　８　８年
　９　９年
　１０　１０年以上

o

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町） ○ 大阪府住宅供給公社・大阪ガスセキュリティサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町） ○ 大阪府住宅供給公社・大阪ガスセキュリティサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町） ○ 大阪府住宅供給公社・大阪ガスセキュリティサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町） ○ 大阪府住宅供給公社・大阪ガスセキュリティサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町） ○ 大阪府住宅供給公社・大阪ガスセキュリティサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町） ○ 大阪府住宅供給公社・大阪ガスセキュリティサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町） ○ 大阪府住宅供給公社・大阪ガスセキュリティサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町） ○ 大阪府住宅供給公社・大阪ガスセキュリティサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町） ○ 大阪府住宅供給公社・大阪ガスセキュリティサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町） ○ 大阪府住宅供給公社・大阪ガスセキュリティサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町） ○ 大阪府住宅供給公社・大阪ガスセキュリティサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町） ○ 大阪府住宅供給公社・大阪ガスセキュリティサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町） ○ 大阪府住宅供給公社・大阪ガスセキュリティサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町） ○ 大阪府住宅供給公社・大阪ガスセキュリティサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町） ○ 大阪府住宅供給公社・大阪ガスセキュリティサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町） ○ 大阪府住宅供給公社・大阪ガスセキュリティサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町） ○ 大阪府住宅供給公社・大阪ガスセキュリティサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町） ○ 大阪府住宅供給公社・大阪ガスセキュリティサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町） ○ 大阪府住宅供給公社・大阪ガスセキュリティサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町） ○ 大阪府住宅供給公社・大阪ガスセキュリティサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町） ○ 大阪府住宅供給公社・大阪ガスセキュリティサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町） ○ 大阪府住宅供給公社・大阪ガスセキュリティサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町） ○ 大阪府住宅供給公社・大阪ガスセキュリティサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町） ○ 大阪府住宅供給公社・大阪ガスセキュリティサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町） ○ 大阪府住宅供給公社・大阪ガスセキュリティサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町） ○ 大阪府住宅供給公社・大阪ガスセキュリティサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町） ○ 大阪府住宅供給公社・大阪ガスセキュリティサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町） ○ 大阪府住宅供給公社・大阪ガスセキュリティサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町） ○ 大阪府住宅供給公社・大阪ガスセキュリティサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町） ○ 大阪府住宅供給公社・大阪ガスセキュリティサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町） ○ 大阪府住宅供給公社・大阪ガスセキュリティサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町） ○ 大阪府住宅供給公社・大阪ガスセキュリティサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町） ○ 大阪府住宅供給公社・大阪ガスセキュリティサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町） ○ 大阪府住宅供給公社・大阪ガスセキュリティサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町） ○ 大阪府住宅供給公社・大阪ガスセキュリティサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町） ○ 大阪府住宅供給公社・大阪ガスセキュリティサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町） ○ 大阪府住宅供給公社・大阪ガスセキュリティサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町） ○ 大阪府住宅供給公社・大阪ガスセキュリティサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町） ○ 大阪府住宅供給公社・大阪ガスセキュリティサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町） ○ 大阪府住宅供給公社・大阪ガスセキュリティサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町） ○ 大阪府住宅供給公社・大阪ガスセキュリティサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町） ○ 大阪府住宅供給公社・大阪ガスセキュリティサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町） ○ 大阪府住宅供給公社・大阪ガスセキュリティサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町） ○ 大阪府住宅供給公社・大阪ガスセキュリティサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町） ○ 大阪府住宅供給公社・大阪ガスセキュリティサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町） ○ 大阪府住宅供給公社・大阪ガスセキュリティサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町） ○ 大阪府住宅供給公社・大阪ガスセキュリティサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町） ○ 大阪府住宅供給公社・大阪ガスセキュリティサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　 ○ 大阪府住宅供給公社・三菱電機ビルテクノサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　 ○ 大阪府住宅供給公社・三菱電機ビルテクノサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　 ○ 大阪府住宅供給公社・三菱電機ビルテクノサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　 ○ 大阪府住宅供給公社・三菱電機ビルテクノサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　 ○ 大阪府住宅供給公社・三菱電機ビルテクノサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　 ○ 大阪府住宅供給公社・三菱電機ビルテクノサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　 ○ 大阪府住宅供給公社・三菱電機ビルテクノサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　 ○ 大阪府住宅供給公社・三菱電機ビルテクノサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　 ○ 大阪府住宅供給公社・三菱電機ビルテクノサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　 ○ 大阪府住宅供給公社・三菱電機ビルテクノサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　 ○ 大阪府住宅供給公社・三菱電機ビルテクノサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　 ○ 大阪府住宅供給公社・三菱電機ビルテクノサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　 ○ 大阪府住宅供給公社・三菱電機ビルテクノサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　 ○ 大阪府住宅供給公社・三菱電機ビルテクノサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　 ○ 大阪府住宅供給公社・三菱電機ビルテクノサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　 ○ 大阪府住宅供給公社・三菱電機ビルテクノサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　 ○ 大阪府住宅供給公社・三菱電機ビルテクノサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　 ○ 大阪府住宅供給公社・三菱電機ビルテクノサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　 ○ 大阪府住宅供給公社・三菱電機ビルテクノサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　 ○ 大阪府住宅供給公社・三菱電機ビルテクノサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　 ○ 大阪府住宅供給公社・三菱電機ビルテクノサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　 ○ 大阪府住宅供給公社・三菱電機ビルテクノサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査

a c d e f g

都道府県名

公の施設数 公の施設数

（公営住宅
除く）

施設数

指定管理者
制度導入施
設数

指定管理者
制度導入施
設数

（公営住宅
除く）

施設名

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

　｢5 その他｣の内容を簡潔に記
入

ｔ x

1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 5 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4

施設の種別に応じた
必要な体制に関する
事項

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

w

※「ｒ欄　選定基準の事前公
表」で「１　事前公表している」
を選択した場合に記入
※複数回答可

選定基準の内容

　１　施設の平等な利用
　　　の確保に関すること
　２　施設のサービス向上
　　　に関すること
　３　施設の管理経費の節
　　　減に関すること
　４　団体の業務遂行能力
　　　に関すること
　５　その他

p u

評価

評価の実施状況

　１　実施している
　２　実施していない

※｢ｗ欄　評価の実施
状況｣で｢１　実施して
いる｣を選択した場合
に記入

評価への外部有識者
等の視点の導入状況

　１　導入している
　２　導入していない

公表状況

q r

管理の範囲

　１　当該施設を
　　　包括的に管理
　　　している
　２　当該施設の
　　　一部を管理
　　　している

選定基準の事前公表

　１　事前公表して
　　　いる
　２　事前公表して
　　　いない

y

選定手続の事前公表

　１　事前公表して
　　　いる
　２　事前公表して
　　　いない

利用料金制の採用状
況

　１　利用料金制を
　　　採用している
　　　（一部利用料
　　　　金制も含む）
　２　利用料金制を
　　　採用していない

選定理由の公表状況

　１　公表している
　２　公表していない

vｓ

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査

a c d e f g

都道府県名

公の施設数 公の施設数

（公営住宅
除く）

施設数

指定管理者
制度導入施
設数

指定管理者
制度導入施
設数

（公営住宅
除く）

施設名

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町）

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

※「aa欄　労働法令の遵守や雇
用・労働条件への配慮規定で「1」
～「3」　を選択した場合で、「労働
法令を遵守すること」以外の提
示・記載がある場合に記入

「労働法令を遵守すること」以外
の具体的な内容を簡潔に記入

ab ag ah

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5

協定等

従前の管理状況

　１　指定管理者
　２　旧管理委託
　　　制度による管理
　３　直営
　４　施設の新設

zの５

※「ae欄　従前の
管理状況｣で｢１
指定管理者｣を選
択した場合に記入

従前の指定管理
者が引き続き指定
管理者となった場
合に「○」を記入

zの１ adzの４ af

債務負担

債務負担行為の設定

　１　設定している
　２　設定していない

指定の回数

　１　１回
　２　２回
　３　３回
　４　４回
　５　５回以上

ae

施設の修繕について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

aa

※｢ae欄　従前の
管理状況｣で｢２
旧管理委託制度
による管理｣を選
択した場合に記入

従前の管理受託
者が引き続き指定
管理者となった場
合に「○」を記入

個人情報保護への
配慮規定

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

労働法令の遵守や
雇用・労働条件への
配慮規定

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

ac

従前の管理状況

備品について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

損害賠償責任の履行の確保・リスク管理に関する事項

地方公共団体への
損害賠償について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの２

利用者への損害賠
償について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

緊急時の対応につい
て

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの３

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査（調査票①：導入状況）

a c d e f g i

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4

h l

指定管理者名
都道府県名

公の施設数 公の施設数

（公営住宅
除く）

施設数

選定手続

　１　公募により候補者を募集、
　　　職員以外を中心とした合議体
　　　により選定
　２　公募により候補者を募集、
　　　職員を中心とした合議体に
　　　より選定
　３　公募により候補者を募集
　　　（１・２以外）
　４　従前の管理受託者・指定管
　　　理者を公募の方法によること
　　　なく選定
　５　１～４以外の方法により選定

k

施設の内容

　１　レクリエーション・

　　　スポーツ施設
　２　産業振興施設
　３　基盤施設
　４　文教施設
　５　社会福祉施設

指定期間の変更

　１　前回の指定期間
　　　よりも短い
　２　前回の指定期間
　　　と同じ
　３　前回の指定期間
　　　よりも長い
　４　今回が１回目の
　　　指定

指定管理者
制度導入施
設数

種別

　１　株式会社
　２　特例民法法人、
　　　一般社団・財団法人、
　　　公益社団・財団法人、
　　　地方三公社
　３　地方公共団体
　４　公共的団体
　５　地縁による団体
　６　特定非営利活動法人
　７　１～６以外の団体

指定管理者
制度導入施
設数

（公営住宅
除く）

施設名

指定管理者制度導入施設の状況

指定日 管理開始日

j m n

指定期間

　１　１年
　２　２年
　３　３年
　４　４年
　５　５年
　６　６年
　７　７年
　８　８年
　９　９年
　１０　１０年以上

o

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　 ○ 大阪府住宅供給公社・三菱電機ビルテクノサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　 ○ 大阪府住宅供給公社・三菱電機ビルテクノサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　 ○ 大阪府住宅供給公社・三菱電機ビルテクノサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　 ○ 大阪府住宅供給公社・三菱電機ビルテクノサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　 ○ 大阪府住宅供給公社・三菱電機ビルテクノサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　 ○ 大阪府住宅供給公社・三菱電機ビルテクノサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　 ○ 大阪府住宅供給公社・三菱電機ビルテクノサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　 ○ 大阪府住宅供給公社・三菱電機ビルテクノサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　 ○ 大阪府住宅供給公社・三菱電機ビルテクノサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　 ○ 大阪府住宅供給公社・三菱電機ビルテクノサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　 ○ 大阪府住宅供給公社・三菱電機ビルテクノサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　 ○ 大阪府住宅供給公社・三菱電機ビルテクノサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　 ○ 大阪府住宅供給公社・三菱電機ビルテクノサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　 ○ 大阪府住宅供給公社・三菱電機ビルテクノサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　 ○ 大阪府住宅供給公社・三菱電機ビルテクノサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　 ○ 大阪府住宅供給公社・三菱電機ビルテクノサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　 ○ 大阪府住宅供給公社・三菱電機ビルテクノサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　 ○ 大阪府住宅供給公社・三菱電機ビルテクノサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　 ○ 大阪府住宅供給公社・三菱電機ビルテクノサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　 ○ 大阪府住宅供給公社・三菱電機ビルテクノサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　 ○ 大阪府住宅供給公社・三菱電機ビルテクノサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　 ○ 大阪府住宅供給公社・三菱電機ビルテクノサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　 ○ 大阪府住宅供給公社・三菱電機ビルテクノサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　 ○ 大阪府住宅供給公社・三菱電機ビルテクノサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　 ○ 大阪府住宅供給公社・三菱電機ビルテクノサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　 ○ 大阪府住宅供給公社・三菱電機ビルテクノサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　 ○ 大阪府住宅供給公社・三菱電機ビルテクノサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　 ○ 大阪府住宅供給公社・三菱電機ビルテクノサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　 ○ 大阪府住宅供給公社・三菱電機ビルテクノサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　 ○ 大阪府住宅供給公社・三菱電機ビルテクノサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　 ○ 大阪府住宅供給公社・三菱電機ビルテクノサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　 ○ 大阪府住宅供給公社・三菱電機ビルテクノサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　 ○ 大阪府住宅供給公社・三菱電機ビルテクノサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　 ○ 大阪府住宅供給公社・三菱電機ビルテクノサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　 ○ 大阪府住宅供給公社・三菱電機ビルテクノサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　 ○ 大阪府住宅供給公社・三菱電機ビルテクノサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　 ○ 大阪府住宅供給公社・三菱電機ビルテクノサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　 ○ 大阪府住宅供給公社・三菱電機ビルテクノサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　 ○ 大阪府住宅供給公社・三菱電機ビルテクノサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　 ○ 大阪府住宅供給公社・三菱電機ビルテクノサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　 ○ 大阪府住宅供給公社・三菱電機ビルテクノサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　 ○ 大阪府住宅供給公社・三菱電機ビルテクノサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　 ○ 大阪府住宅供給公社・三菱電機ビルテクノサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　 ○ 大阪府住宅供給公社・三菱電機ビルテクノサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　 ○ 大阪府住宅供給公社・三菱電機ビルテクノサービス（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（堺市南区） ○ 大阪府住宅供給公社・日本総合住生活（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（堺市南区） ○ 大阪府住宅供給公社・日本総合住生活（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（堺市南区） ○ 大阪府住宅供給公社・日本総合住生活（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（堺市南区） ○ 大阪府住宅供給公社・日本総合住生活（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（堺市南区） ○ 大阪府住宅供給公社・日本総合住生活（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（堺市南区） ○ 大阪府住宅供給公社・日本総合住生活（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（堺市南区） ○ 大阪府住宅供給公社・日本総合住生活（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（堺市南区） ○ 大阪府住宅供給公社・日本総合住生活（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（堺市南区） ○ 大阪府住宅供給公社・日本総合住生活（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（堺市南区） ○ 大阪府住宅供給公社・日本総合住生活（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（堺市南区） ○ 大阪府住宅供給公社・日本総合住生活（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（堺市南区） ○ 大阪府住宅供給公社・日本総合住生活（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（堺市南区） ○ 大阪府住宅供給公社・日本総合住生活（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（堺市南区） ○ 大阪府住宅供給公社・日本総合住生活（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（堺市南区） ○ 大阪府住宅供給公社・日本総合住生活（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（堺市南区） ○ 大阪府住宅供給公社・日本総合住生活（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（堺市南区） ○ 大阪府住宅供給公社・日本総合住生活（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（堺市南区） ○ 大阪府住宅供給公社・日本総合住生活（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（堺市南区） ○ 大阪府住宅供給公社・日本総合住生活（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（堺市南区） ○ 大阪府住宅供給公社・日本総合住生活（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（堺市南区） ○ 大阪府住宅供給公社・日本総合住生活（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（堺市南区） ○ 大阪府住宅供給公社・日本総合住生活（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（堺市南区） ○ 大阪府住宅供給公社・日本総合住生活（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（堺市南区） ○ 大阪府住宅供給公社・日本総合住生活（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（堺市南区） ○ 大阪府住宅供給公社・日本総合住生活（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

10 / 21 



公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査

a c d e f g

都道府県名

公の施設数 公の施設数

（公営住宅
除く）

施設数

指定管理者
制度導入施
設数

指定管理者
制度導入施
設数

（公営住宅
除く）

施設名

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（堺市南区）

27大阪府 府営住宅（堺市南区）

27大阪府 府営住宅（堺市南区）

27大阪府 府営住宅（堺市南区）

27大阪府 府営住宅（堺市南区）

27大阪府 府営住宅（堺市南区）

27大阪府 府営住宅（堺市南区）

27大阪府 府営住宅（堺市南区）

27大阪府 府営住宅（堺市南区）

27大阪府 府営住宅（堺市南区）

27大阪府 府営住宅（堺市南区）

27大阪府 府営住宅（堺市南区）

27大阪府 府営住宅（堺市南区）

27大阪府 府営住宅（堺市南区）

27大阪府 府営住宅（堺市南区）

27大阪府 府営住宅（堺市南区）

27大阪府 府営住宅（堺市南区）

27大阪府 府営住宅（堺市南区）

27大阪府 府営住宅（堺市南区）

27大阪府 府営住宅（堺市南区）

27大阪府 府営住宅（堺市南区）

27大阪府 府営住宅（堺市南区）

27大阪府 府営住宅（堺市南区）

27大阪府 府営住宅（堺市南区）

27大阪府 府営住宅（堺市南区）

　｢5 その他｣の内容を簡潔に記
入

ｔ x

1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 5 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4

施設の種別に応じた
必要な体制に関する
事項

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

w

※「ｒ欄　選定基準の事前公
表」で「１　事前公表している」
を選択した場合に記入
※複数回答可

選定基準の内容

　１　施設の平等な利用
　　　の確保に関すること
　２　施設のサービス向上
　　　に関すること
　３　施設の管理経費の節
　　　減に関すること
　４　団体の業務遂行能力
　　　に関すること
　５　その他

p u

評価

評価の実施状況

　１　実施している
　２　実施していない

※｢ｗ欄　評価の実施
状況｣で｢１　実施して
いる｣を選択した場合
に記入

評価への外部有識者
等の視点の導入状況

　１　導入している
　２　導入していない

公表状況

q r

管理の範囲

　１　当該施設を
　　　包括的に管理
　　　している
　２　当該施設の
　　　一部を管理
　　　している

選定基準の事前公表

　１　事前公表して
　　　いる
　２　事前公表して
　　　いない

y

選定手続の事前公表

　１　事前公表して
　　　いる
　２　事前公表して
　　　いない

利用料金制の採用状
況

　１　利用料金制を
　　　採用している
　　　（一部利用料
　　　　金制も含む）
　２　利用料金制を
　　　採用していない

選定理由の公表状況

　１　公表している
　２　公表していない

vｓ

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査

a c d e f g

都道府県名

公の施設数 公の施設数

（公営住宅
除く）

施設数

指定管理者
制度導入施
設数

指定管理者
制度導入施
設数

（公営住宅
除く）

施設名

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町）　

27大阪府 府営住宅（堺市南区）

27大阪府 府営住宅（堺市南区）

27大阪府 府営住宅（堺市南区）

27大阪府 府営住宅（堺市南区）

27大阪府 府営住宅（堺市南区）

27大阪府 府営住宅（堺市南区）

27大阪府 府営住宅（堺市南区）

27大阪府 府営住宅（堺市南区）

27大阪府 府営住宅（堺市南区）

27大阪府 府営住宅（堺市南区）

27大阪府 府営住宅（堺市南区）

27大阪府 府営住宅（堺市南区）

27大阪府 府営住宅（堺市南区）

27大阪府 府営住宅（堺市南区）

27大阪府 府営住宅（堺市南区）

27大阪府 府営住宅（堺市南区）

27大阪府 府営住宅（堺市南区）

27大阪府 府営住宅（堺市南区）

27大阪府 府営住宅（堺市南区）

27大阪府 府営住宅（堺市南区）

27大阪府 府営住宅（堺市南区）

27大阪府 府営住宅（堺市南区）

27大阪府 府営住宅（堺市南区）

27大阪府 府営住宅（堺市南区）

27大阪府 府営住宅（堺市南区）

※「aa欄　労働法令の遵守や雇
用・労働条件への配慮規定で「1」
～「3」　を選択した場合で、「労働
法令を遵守すること」以外の提
示・記載がある場合に記入

「労働法令を遵守すること」以外
の具体的な内容を簡潔に記入

ab ag ah

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5

協定等

従前の管理状況

　１　指定管理者
　２　旧管理委託
　　　制度による管理
　３　直営
　４　施設の新設

zの５

※「ae欄　従前の
管理状況｣で｢１
指定管理者｣を選
択した場合に記入

従前の指定管理
者が引き続き指定
管理者となった場
合に「○」を記入

zの１ adzの４ af

債務負担

債務負担行為の設定

　１　設定している
　２　設定していない

指定の回数

　１　１回
　２　２回
　３　３回
　４　４回
　５　５回以上

ae

施設の修繕について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

aa

※｢ae欄　従前の
管理状況｣で｢２
旧管理委託制度
による管理｣を選
択した場合に記入

従前の管理受託
者が引き続き指定
管理者となった場
合に「○」を記入

個人情報保護への
配慮規定

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

労働法令の遵守や
雇用・労働条件への
配慮規定

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

ac

従前の管理状況

備品について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

損害賠償責任の履行の確保・リスク管理に関する事項

地方公共団体への
損害賠償について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの２

利用者への損害賠
償について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

緊急時の対応につい
て

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの３

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査（調査票①：導入状況）

a c d e f g i

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4

h l

指定管理者名
都道府県名

公の施設数 公の施設数

（公営住宅
除く）

施設数

選定手続

　１　公募により候補者を募集、
　　　職員以外を中心とした合議体
　　　により選定
　２　公募により候補者を募集、
　　　職員を中心とした合議体に
　　　より選定
　３　公募により候補者を募集
　　　（１・２以外）
　４　従前の管理受託者・指定管
　　　理者を公募の方法によること
　　　なく選定
　５　１～４以外の方法により選定

k

施設の内容

　１　レクリエーション・

　　　スポーツ施設
　２　産業振興施設
　３　基盤施設
　４　文教施設
　５　社会福祉施設

指定期間の変更

　１　前回の指定期間
　　　よりも短い
　２　前回の指定期間
　　　と同じ
　３　前回の指定期間
　　　よりも長い
　４　今回が１回目の
　　　指定

指定管理者
制度導入施
設数

種別

　１　株式会社
　２　特例民法法人、
　　　一般社団・財団法人、
　　　公益社団・財団法人、
　　　地方三公社
　３　地方公共団体
　４　公共的団体
　５　地縁による団体
　６　特定非営利活動法人
　７　１～６以外の団体

指定管理者
制度導入施
設数

（公営住宅
除く）

施設名

指定管理者制度導入施設の状況

指定日 管理開始日

j m n

指定期間

　１　１年
　２　２年
　３　３年
　４　４年
　５　５年
　６　６年
　７　７年
　８　８年
　９　９年
　１０　１０年以上

o

27大阪府 府営住宅（堺市南区） ○ 大阪府住宅供給公社・日本総合住生活（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（堺市南区） ○ 大阪府住宅供給公社・日本総合住生活（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（堺市南区） ○ 大阪府住宅供給公社・日本総合住生活（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（堺市南区） ○ 大阪府住宅供給公社・日本総合住生活（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（堺市南区） ○ 大阪府住宅供給公社・日本総合住生活（株）共同体 ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　 ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　 ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　 ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　 ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　 ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　 ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　 ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　 ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　 ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　 ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　 ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　 ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　 ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　 ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　 ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　 ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　 ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　 ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　 ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　 ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　 ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　 ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　 ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　 ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　 ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　 ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　 ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　 ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　 ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　 ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　 ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　 ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　 ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　 ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　 ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　 ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　 ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　 ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　 ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　 ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　 ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　 ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　 ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　 ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　 ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　 ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　 ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（大阪市） ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（大阪市） ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（大阪市） ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（大阪市） ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（大阪市） ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（大阪市） ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（大阪市） ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（大阪市） ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（大阪市） ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（大阪市） ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（大阪市） ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（大阪市） ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（大阪市） ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（大阪市） ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（大阪市） ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（大阪市） ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（大阪市） ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（大阪市） ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査

a c d e f g

都道府県名

公の施設数 公の施設数

（公営住宅
除く）

施設数

指定管理者
制度導入施
設数

指定管理者
制度導入施
設数

（公営住宅
除く）

施設名

27大阪府 府営住宅（堺市南区）

27大阪府 府営住宅（堺市南区）

27大阪府 府営住宅（堺市南区）

27大阪府 府営住宅（堺市南区）

27大阪府 府営住宅（堺市南区）

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

　｢5 その他｣の内容を簡潔に記
入

ｔ x

1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 5 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4

施設の種別に応じた
必要な体制に関する
事項

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

w

※「ｒ欄　選定基準の事前公
表」で「１　事前公表している」
を選択した場合に記入
※複数回答可

選定基準の内容

　１　施設の平等な利用
　　　の確保に関すること
　２　施設のサービス向上
　　　に関すること
　３　施設の管理経費の節
　　　減に関すること
　４　団体の業務遂行能力
　　　に関すること
　５　その他

p u

評価

評価の実施状況

　１　実施している
　２　実施していない

※｢ｗ欄　評価の実施
状況｣で｢１　実施して
いる｣を選択した場合
に記入

評価への外部有識者
等の視点の導入状況

　１　導入している
　２　導入していない

公表状況

q r

管理の範囲

　１　当該施設を
　　　包括的に管理
　　　している
　２　当該施設の
　　　一部を管理
　　　している

選定基準の事前公表

　１　事前公表して
　　　いる
　２　事前公表して
　　　いない

y

選定手続の事前公表

　１　事前公表して
　　　いる
　２　事前公表して
　　　いない

利用料金制の採用状
況

　１　利用料金制を
　　　採用している
　　　（一部利用料
　　　　金制も含む）
　２　利用料金制を
　　　採用していない

選定理由の公表状況

　１　公表している
　２　公表していない

vｓ

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査

a c d e f g

都道府県名

公の施設数 公の施設数

（公営住宅
除く）

施設数

指定管理者
制度導入施
設数

指定管理者
制度導入施
設数

（公営住宅
除く）

施設名

27大阪府 府営住宅（堺市南区）

27大阪府 府営住宅（堺市南区）

27大阪府 府営住宅（堺市南区）

27大阪府 府営住宅（堺市南区）

27大阪府 府営住宅（堺市南区）

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　

27大阪府 府営住宅（八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市）　

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

※「aa欄　労働法令の遵守や雇
用・労働条件への配慮規定で「1」
～「3」　を選択した場合で、「労働
法令を遵守すること」以外の提
示・記載がある場合に記入

「労働法令を遵守すること」以外
の具体的な内容を簡潔に記入

ab ag ah

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5

協定等

従前の管理状況

　１　指定管理者
　２　旧管理委託
　　　制度による管理
　３　直営
　４　施設の新設

zの５

※「ae欄　従前の
管理状況｣で｢１
指定管理者｣を選
択した場合に記入

従前の指定管理
者が引き続き指定
管理者となった場
合に「○」を記入

zの１ adzの４ af

債務負担

債務負担行為の設定

　１　設定している
　２　設定していない

指定の回数

　１　１回
　２　２回
　３　３回
　４　４回
　５　５回以上

ae

施設の修繕について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

aa

※｢ae欄　従前の
管理状況｣で｢２
旧管理委託制度
による管理｣を選
択した場合に記入

従前の管理受託
者が引き続き指定
管理者となった場
合に「○」を記入

個人情報保護への
配慮規定

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

労働法令の遵守や
雇用・労働条件への
配慮規定

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

ac

従前の管理状況

備品について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

損害賠償責任の履行の確保・リスク管理に関する事項

地方公共団体への
損害賠償について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの２

利用者への損害賠
償について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

緊急時の対応につい
て

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの３

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査（調査票①：導入状況）

a c d e f g i

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4

h l

指定管理者名
都道府県名

公の施設数 公の施設数

（公営住宅
除く）

施設数

選定手続

　１　公募により候補者を募集、
　　　職員以外を中心とした合議体
　　　により選定
　２　公募により候補者を募集、
　　　職員を中心とした合議体に
　　　より選定
　３　公募により候補者を募集
　　　（１・２以外）
　４　従前の管理受託者・指定管
　　　理者を公募の方法によること
　　　なく選定
　５　１～４以外の方法により選定

k

施設の内容

　１　レクリエーション・

　　　スポーツ施設
　２　産業振興施設
　３　基盤施設
　４　文教施設
　５　社会福祉施設

指定期間の変更

　１　前回の指定期間
　　　よりも短い
　２　前回の指定期間
　　　と同じ
　３　前回の指定期間
　　　よりも長い
　４　今回が１回目の
　　　指定

指定管理者
制度導入施
設数

種別

　１　株式会社
　２　特例民法法人、
　　　一般社団・財団法人、
　　　公益社団・財団法人、
　　　地方三公社
　３　地方公共団体
　４　公共的団体
　５　地縁による団体
　６　特定非営利活動法人
　７　１～６以外の団体

指定管理者
制度導入施
設数

（公営住宅
除く）

施設名

指定管理者制度導入施設の状況

指定日 管理開始日

j m n

指定期間

　１　１年
　２　２年
　３　３年
　４　４年
　５　５年
　６　６年
　７　７年
　８　８年
　９　９年
　１０　１０年以上

o

27大阪府 府営住宅（大阪市） ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（大阪市） ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（大阪市） ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（大阪市） ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（大阪市） ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（大阪市） ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（大阪市） ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（大阪市） ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（大阪市） ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（大阪市） ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（大阪市） ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（大阪市） ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（大阪市） ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（大阪市） ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（大阪市） ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（大阪市） ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（大阪市） ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（大阪市） ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（大阪市） ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（大阪市） ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（大阪市） ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（大阪市） ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（大阪市） ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（大阪市） ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（大阪市） ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（大阪市） ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（大阪市） ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（大阪市） ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（大阪市） ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（大阪市） ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（大阪市） ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（大阪市） ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（大阪市） ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（大阪市） ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（大阪市） ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（大阪市） ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（大阪市） ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（大阪市） ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（大阪市） ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（大阪市） ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（大阪市） ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（大阪市） ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（大阪市） ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（大阪市） ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（大阪市） ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（大阪市） ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（大阪市） ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（大阪市） ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（大阪市） ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（大阪市） ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（大阪市） ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（堺市（南区を除く）） ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（堺市（南区を除く）） ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（堺市（南区を除く）） ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（堺市（南区を除く）） ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（堺市（南区を除く）） ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（堺市（南区を除く）） ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（堺市（南区を除く）） ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（堺市（南区を除く）） ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（堺市（南区を除く）） ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（堺市（南区を除く）） ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（堺市（南区を除く）） ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（堺市（南区を除く）） ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（堺市（南区を除く）） ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（堺市（南区を除く）） ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（堺市（南区を除く）） ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（堺市（南区を除く）） ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（堺市（南区を除く）） ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（堺市（南区を除く）） ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（堺市（南区を除く）） ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査

a c d e f g

都道府県名

公の施設数 公の施設数

（公営住宅
除く）

施設数

指定管理者
制度導入施
設数

指定管理者
制度導入施
設数

（公営住宅
除く）

施設名

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（堺市（南区を除く））

27大阪府 府営住宅（堺市（南区を除く））

27大阪府 府営住宅（堺市（南区を除く））

27大阪府 府営住宅（堺市（南区を除く））

27大阪府 府営住宅（堺市（南区を除く））

27大阪府 府営住宅（堺市（南区を除く））

27大阪府 府営住宅（堺市（南区を除く））

27大阪府 府営住宅（堺市（南区を除く））

27大阪府 府営住宅（堺市（南区を除く））

27大阪府 府営住宅（堺市（南区を除く））

27大阪府 府営住宅（堺市（南区を除く））

27大阪府 府営住宅（堺市（南区を除く））

27大阪府 府営住宅（堺市（南区を除く））

27大阪府 府営住宅（堺市（南区を除く））

27大阪府 府営住宅（堺市（南区を除く））

27大阪府 府営住宅（堺市（南区を除く））

27大阪府 府営住宅（堺市（南区を除く））

27大阪府 府営住宅（堺市（南区を除く））

27大阪府 府営住宅（堺市（南区を除く））

　｢5 その他｣の内容を簡潔に記
入

ｔ x

1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 5 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4

施設の種別に応じた
必要な体制に関する
事項

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

w

※「ｒ欄　選定基準の事前公
表」で「１　事前公表している」
を選択した場合に記入
※複数回答可

選定基準の内容

　１　施設の平等な利用
　　　の確保に関すること
　２　施設のサービス向上
　　　に関すること
　３　施設の管理経費の節
　　　減に関すること
　４　団体の業務遂行能力
　　　に関すること
　５　その他

p u

評価

評価の実施状況

　１　実施している
　２　実施していない

※｢ｗ欄　評価の実施
状況｣で｢１　実施して
いる｣を選択した場合
に記入

評価への外部有識者
等の視点の導入状況

　１　導入している
　２　導入していない

公表状況

q r

管理の範囲

　１　当該施設を
　　　包括的に管理
　　　している
　２　当該施設の
　　　一部を管理
　　　している

選定基準の事前公表

　１　事前公表して
　　　いる
　２　事前公表して
　　　いない

y

選定手続の事前公表

　１　事前公表して
　　　いる
　２　事前公表して
　　　いない

利用料金制の採用状
況

　１　利用料金制を
　　　採用している
　　　（一部利用料
　　　　金制も含む）
　２　利用料金制を
　　　採用していない

選定理由の公表状況

　１　公表している
　２　公表していない

vｓ

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査

a c d e f g

都道府県名

公の施設数 公の施設数

（公営住宅
除く）

施設数

指定管理者
制度導入施
設数

指定管理者
制度導入施
設数

（公営住宅
除く）

施設名

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（大阪市）

27大阪府 府営住宅（堺市（南区を除く））

27大阪府 府営住宅（堺市（南区を除く））

27大阪府 府営住宅（堺市（南区を除く））

27大阪府 府営住宅（堺市（南区を除く））

27大阪府 府営住宅（堺市（南区を除く））

27大阪府 府営住宅（堺市（南区を除く））

27大阪府 府営住宅（堺市（南区を除く））

27大阪府 府営住宅（堺市（南区を除く））

27大阪府 府営住宅（堺市（南区を除く））

27大阪府 府営住宅（堺市（南区を除く））

27大阪府 府営住宅（堺市（南区を除く））

27大阪府 府営住宅（堺市（南区を除く））

27大阪府 府営住宅（堺市（南区を除く））

27大阪府 府営住宅（堺市（南区を除く））

27大阪府 府営住宅（堺市（南区を除く））

27大阪府 府営住宅（堺市（南区を除く））

27大阪府 府営住宅（堺市（南区を除く））

27大阪府 府営住宅（堺市（南区を除く））

27大阪府 府営住宅（堺市（南区を除く））

※「aa欄　労働法令の遵守や雇
用・労働条件への配慮規定で「1」
～「3」　を選択した場合で、「労働
法令を遵守すること」以外の提
示・記載がある場合に記入

「労働法令を遵守すること」以外
の具体的な内容を簡潔に記入

ab ag ah

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5

協定等

従前の管理状況

　１　指定管理者
　２　旧管理委託
　　　制度による管理
　３　直営
　４　施設の新設

zの５

※「ae欄　従前の
管理状況｣で｢１
指定管理者｣を選
択した場合に記入

従前の指定管理
者が引き続き指定
管理者となった場
合に「○」を記入

zの１ adzの４ af

債務負担

債務負担行為の設定

　１　設定している
　２　設定していない

指定の回数

　１　１回
　２　２回
　３　３回
　４　４回
　５　５回以上

ae

施設の修繕について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

aa

※｢ae欄　従前の
管理状況｣で｢２
旧管理委託制度
による管理｣を選
択した場合に記入

従前の管理受託
者が引き続き指定
管理者となった場
合に「○」を記入

個人情報保護への
配慮規定

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

労働法令の遵守や
雇用・労働条件への
配慮規定

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

ac

従前の管理状況

備品について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

損害賠償責任の履行の確保・リスク管理に関する事項

地方公共団体への
損害賠償について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの２

利用者への損害賠
償について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

緊急時の対応につい
て

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの３

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査（調査票①：導入状況）

a c d e f g i

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4

h l

指定管理者名
都道府県名

公の施設数 公の施設数

（公営住宅
除く）

施設数

選定手続

　１　公募により候補者を募集、
　　　職員以外を中心とした合議体
　　　により選定
　２　公募により候補者を募集、
　　　職員を中心とした合議体に
　　　より選定
　３　公募により候補者を募集
　　　（１・２以外）
　４　従前の管理受託者・指定管
　　　理者を公募の方法によること
　　　なく選定
　５　１～４以外の方法により選定

k

施設の内容

　１　レクリエーション・

　　　スポーツ施設
　２　産業振興施設
　３　基盤施設
　４　文教施設
　５　社会福祉施設

指定期間の変更

　１　前回の指定期間
　　　よりも短い
　２　前回の指定期間
　　　と同じ
　３　前回の指定期間
　　　よりも長い
　４　今回が１回目の
　　　指定

指定管理者
制度導入施
設数

種別

　１　株式会社
　２　特例民法法人、
　　　一般社団・財団法人、
　　　公益社団・財団法人、
　　　地方三公社
　３　地方公共団体
　４　公共的団体
　５　地縁による団体
　６　特定非営利活動法人
　７　１～６以外の団体

指定管理者
制度導入施
設数

（公営住宅
除く）

施設名

指定管理者制度導入施設の状況

指定日 管理開始日

j m n

指定期間

　１　１年
　２　２年
　３　３年
　４　４年
　５　５年
　６　６年
　７　７年
　８　８年
　９　９年
　１０　１０年以上

o

27大阪府 府営住宅（堺市（南区を除く）） ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（堺市（南区を除く）） ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（堺市（南区を除く）） ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（堺市（南区を除く）） ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（堺市（南区を除く）） ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（堺市（南区を除く）） ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（堺市（南区を除く）） ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 府営住宅（堺市（南区を除く）） ○ （株）東急コミュニティー ○ ○ H 24 1 12 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 門真スポーツセンター ○ オージースポーツ・ＯＧMＰなみはやドーム共同事業体 ○ ○ H 21 12 24 H 22 4 1 ○ ○

27大阪府 府立体育会館 ○ 南海ビルサービス（株） ○ ○ H 22 12 27 H 23 4 1 ○ ○

27大阪府 臨海スポーツセンター ○ 南海ビルサービス（株） ○ ○ H 22 12 27 H 23 4 1 ○ ○

27大阪府 漕艇センター ○ （公益財団法人）マリンスポーツ財団 ○ ○ H 22 12 27 H 23 4 1 ○ ○

27大阪府 近つ飛鳥風土記の丘 ○ 大阪府文化財センター・近鉄ビルサービスグループ ○ ○ H 22 12 15 H 23 4 1 ○ ○

27大阪府 近つ飛鳥博物館 ○ 大阪府文化財センター・近鉄ビルサービスグループ ○ ○ H 22 12 15 H 23 4 1 ○ ○

27大阪府 弥生文化博物館 ○ 大阪府文化財センター・近鉄ビルサービスグループ ○ ○ H 24 3 23 H 24 4 1 ○ ○

27大阪府 少年自然の家 ○ 少年自然の家共同事業体 ○ ○ H 23 3 15 H 23 4 1 ○ ○

合計 452 72 438 58 438 15 2 403 10 8 232 6 1 6 0 0 193 430 0 0 7 1 1 4 11 30 388 1 3 0 0 0 7 28 15 388
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査

a c d e f g

都道府県名

公の施設数 公の施設数

（公営住宅
除く）

施設数

指定管理者
制度導入施
設数

指定管理者
制度導入施
設数

（公営住宅
除く）

施設名

27大阪府 府営住宅（堺市（南区を除く））

27大阪府 府営住宅（堺市（南区を除く））

27大阪府 府営住宅（堺市（南区を除く））

27大阪府 府営住宅（堺市（南区を除く））

27大阪府 府営住宅（堺市（南区を除く））

27大阪府 府営住宅（堺市（南区を除く））

27大阪府 府営住宅（堺市（南区を除く））

27大阪府 府営住宅（堺市（南区を除く））

27大阪府 門真スポーツセンター

27大阪府 府立体育会館

27大阪府 臨海スポーツセンター

27大阪府 漕艇センター

27大阪府 近つ飛鳥風土記の丘

27大阪府 近つ飛鳥博物館

27大阪府 弥生文化博物館

27大阪府 少年自然の家

合計 452 72 438 58 438

　｢5 その他｣の内容を簡潔に記
入

ｔ x

1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 5 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4

施設の種別に応じた
必要な体制に関する
事項

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

w

※「ｒ欄　選定基準の事前公
表」で「１　事前公表している」
を選択した場合に記入
※複数回答可

選定基準の内容

　１　施設の平等な利用
　　　の確保に関すること
　２　施設のサービス向上
　　　に関すること
　３　施設の管理経費の節
　　　減に関すること
　４　団体の業務遂行能力
　　　に関すること
　５　その他

p u

評価

評価の実施状況

　１　実施している
　２　実施していない

※｢ｗ欄　評価の実施
状況｣で｢１　実施して
いる｣を選択した場合
に記入

評価への外部有識者
等の視点の導入状況

　１　導入している
　２　導入していない

公表状況

q r

管理の範囲

　１　当該施設を
　　　包括的に管理
　　　している
　２　当該施設の
　　　一部を管理
　　　している

選定基準の事前公表

　１　事前公表して
　　　いる
　２　事前公表して
　　　いない

y

選定手続の事前公表

　１　事前公表して
　　　いる
　２　事前公表して
　　　いない

利用料金制の採用状
況

　１　利用料金制を
　　　採用している
　　　（一部利用料
　　　　金制も含む）
　２　利用料金制を
　　　採用していない

選定理由の公表状況

　１　公表している
　２　公表していない

vｓ

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

46 392 436 2 430 8 429 430 430 430 0 431 7 437 1 438 0 431 7 423 11 0 4
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査

a c d e f g

都道府県名

公の施設数 公の施設数

（公営住宅
除く）

施設数

指定管理者
制度導入施
設数

指定管理者
制度導入施
設数

（公営住宅
除く）

施設名

27大阪府 府営住宅（堺市（南区を除く））

27大阪府 府営住宅（堺市（南区を除く））

27大阪府 府営住宅（堺市（南区を除く））

27大阪府 府営住宅（堺市（南区を除く））

27大阪府 府営住宅（堺市（南区を除く））

27大阪府 府営住宅（堺市（南区を除く））

27大阪府 府営住宅（堺市（南区を除く））

27大阪府 府営住宅（堺市（南区を除く））

27大阪府 門真スポーツセンター

27大阪府 府立体育会館

27大阪府 臨海スポーツセンター

27大阪府 漕艇センター

27大阪府 近つ飛鳥風土記の丘

27大阪府 近つ飛鳥博物館

27大阪府 弥生文化博物館

27大阪府 少年自然の家

合計 452 72 438 58 438

※「aa欄　労働法令の遵守や雇
用・労働条件への配慮規定で「1」
～「3」　を選択した場合で、「労働
法令を遵守すること」以外の提
示・記載がある場合に記入

「労働法令を遵守すること」以外
の具体的な内容を簡潔に記入

ab ag ah

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5

協定等

従前の管理状況

　１　指定管理者
　２　旧管理委託
　　　制度による管理
　３　直営
　４　施設の新設

zの５

※「ae欄　従前の
管理状況｣で｢１
指定管理者｣を選
択した場合に記入

従前の指定管理
者が引き続き指定
管理者となった場
合に「○」を記入

zの１ adzの４ af

債務負担

債務負担行為の設定

　１　設定している
　２　設定していない

指定の回数

　１　１回
　２　２回
　３　３回
　４　４回
　５　５回以上

ae

施設の修繕について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

aa

※｢ae欄　従前の
管理状況｣で｢２
旧管理委託制度
による管理｣を選
択した場合に記入

従前の管理受託
者が引き続き指定
管理者となった場
合に「○」を記入

個人情報保護への
配慮規定

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

労働法令の遵守や
雇用・労働条件への
配慮規定

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

ac

従前の管理状況

備品について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

損害賠償責任の履行の確保・リスク管理に関する事項

地方公共団体への
損害賠償について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの２

利用者への損害賠
償について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

緊急時の対応につい
て

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの３

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

428 0 10 0 437 0 0 1 438 0 0 0 429 0 9 0 435 0 1 2 422 16 0 0 435 0 3 0 425 13 50 386 1 1 388 27 23 0 0 19 161
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